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 住宅改修について 

  要支援及び要介護認定を受けた人が住み慣れた自宅で安心して自立した生活を送るため

に必要な住宅改修費の一部を介護サービスとして支給される制度です。 

 

１ 住宅改修費の支給要件 

  被保険者が現に居住する住宅（住民登録住所）について行われたもので、かつ被保険者の

心身の状況や住宅の状況等を勘案し、必要と認められることに加え、下記要件を満たした場

合に支給します。 

 (1) 対象者 

ア 要支援１・２及び要介護１から５の認定を受けていること 

イ 本人が在宅で生活していること（入院中や入所中の場合は要相談） 

 (2) 対象となる住宅改修の種類 

  ア 手すりの取付け 

  イ 段差の解消 

  ウ すべりの防止及び移動の円滑等のための床又は通路面の材料変更 

  エ 引き戸等への扉の取替え 

  オ 洋式便器等への便器取替え 

  カ その他アからオの住宅改修に付帯して必要となる改修 

 (3) 支給について 

  ア 支給限度基準額 原則被保険者一人につき 20万円 

  イ 支給限度額のうち、現に住宅改修に要した費用で介護保険の対象となる部分について

９割、８割又は７割分の金額を保険給付します 

   （例）負担割合が１割の被保険者が 20万円の住宅改修を行い申請した場合 

      ○支給金額：20万円×0.9＝18万円 

○自己負担：２万円 

○支給限度額残額：０円 

  ウ 支給限度額を超えた部分は自己負担となります 

   （例）負担割合が１割の被保険者が 30万円の住宅改修を行い申請した場合 

      ○支給金額：20万円×0.9＝18万円 

○自己負担分：12万円 

○支給限度額残額：０円 

  エ 被保険者一人につき、支給限度額内であれば、改修ごとに複数回申請できます 

   （例）負担割合が１割の被保険者が複数回に分けて住宅改修を行い申請した場合 

【１回目の申請】○かかった改修費：５万円 

○支給金額：５万円×0.9＝４万５千円 

○自己負担分：５千円 

○支給限度額残額：15万円 

１ 



 

【２回目の申請】○かかった改修費：10万円 

○支給金額：10万円×0.9＝９万円 

○自己負担分：１万円 

○支給限度額残額：５万円 

  オ 支給限度額の例外（３段階リセット） 

    住宅改修費の支給は原則として一人につき 20万円のみですが、例外として再度 20万

円の支給限度額が認められる場合があります。 

(ｱ) ３段階リセット 

初めて住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工日の要介護等状態区分を基準と

して、「介護の必要の程度」の段階が３段階以上上がった場合、一人一回に限り再度

20万円まで支給可能となります。要支援１と認定され、その時点では住宅改修は行わ

ず、その後認定更新等により要介護１と認定されてから初めて住宅改修を行った場合

は、要介護１を基準として３段階以上認定区分が上がった場合、支給限度額残額が 20

万円となります。 

     ※段階について 

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階 

要支援１ 
要支援２ 

要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 
要介護１ 

 

○３段階リセットの具体例 

＜リセットされる場合＞  

① 

                

      要支援１の時に初めて住宅改修費支給を受け、要介護３になった後に改めて住宅

改修費支給申請をした場合。 

    ② 

       

      要介護１の時に初めて住宅改修費支給を受け、要介護４になった後に改めて住宅

改修費支給申請をした場合。 

    ③  

 

      要介護１の時に初めて 10 万円の住宅改修支給を受け、要介護３となった時に残

りの 10 万円の住宅改修支給を受けた。その後要介護４になった時に改めて住宅改

修費支給申請をした場合。 

 

 

 

要支援１ 要介護３ 

【初】着工日 【再】着工日 リセット○ 

要介護１ 要介護４ 

【初】着工日 【再】着工日 
リセット○ 

要介護１ 要介護３ 要介護４ 

【初】着工日 【再】着工日 【再】着工日 リセット○ 

２ 



 

＜リセットされない場合＞ 

① 

       

      要支援１の時には住宅改修をせず、要介護１のときに初めて住宅改修費支給を受

け、要介護３になった時に改めて住宅改修費支給申請をした場合。 

     ②  

 

      要支援２の時に初めて住宅改修費支給を受け、要介護４になった時には住宅改修

費支給を受けなかった。その後要介護３になった時に改めて住宅改修費支給申請を

した場合。 

     ③        

 

      要介護３の時に初めて 10 万円の住宅改修費支給を受け、要介護１になった時に

改めて 10 万円の住宅改修費支給を受けた。その後要介護４になった時に改めて住

宅改修費支給申請をした場合。 

     ④  

 

      要介護４の時に初めて住宅改修費支給を受け、要介護１になった時に改めて住宅

改修費支給申請をした場合。 

     ⑤ 

 

      要介護１の時には住宅改修をせず、要介護３となった時に初めて 10 万円の住宅

改修費支給を受け、要介護１になった時に改めて 10 万円の住宅改修費支給を受け

た。その後要介護４になった時に改めて住宅改修費支給申請をした場合。 

 

    ＜複合パターン＞ 

     ①  

 

      要支援２の時に初めて住宅改修費支給を受け、要介護４になった時には住宅改修

しなかった。その後、要介護３の時に改めて住宅改修費支給申請をした。さらにそ

の後、要介護４となった時に改めて住宅改修費支給申請をした場合。 

      

②  

 

要支援１の時に初めて住宅改修費支給を受け、要介護３になった時に改めて住宅 

修費支給申請をした。その後、要介護２になり、さらにその後、要介護５になった

時に改めて住宅改修費支給申請をした場合。 

要支援１ 要介護１ 要介護３ 

【初】着工日 【再】着工日 リセット× 

要支援２ 要介護４ 要介護３ 

【初】着工日 【再】着工日 リセット× 

要介護３ 要介護１ 要介護４ 

【初】着工日 【再】着工日 リセット× 【再】着工日 

要介護４ 要介護１ 

【初】着工日 【再】着工日 リセット× 

要支援２ 

【初】着工日 

要介護４ 要介護３ 要介護４ 

【再】着工日 【再】着工日 

リセット× 

要介護１ 

【初】着工日 

要介護３ 要介護１ 要介護４ 

【再】着工日 【再】着工日 
リセット× 

リセット○ 

リセット○ 

要支援１ 

【初】着工日 

要介護３ 要介護２ 要介護５ 

【再】着工日 【再】着工日 
リセット× 

３ 



 

２ 手続きの流れ（償還払・受領委任払共通） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 事前相談 

② 事前申請 

③ 事前申請承認 

④ 施行・完成 

⑤ 支給申請 

⑥ 審査・支給決定 

⑦ 支給 

ケアマネジャーなどに「改修が必要か」「給付の対象か」を相談します。 

ケアマネジャーが付いていない場合は、地域包括支援センターでも相談する

ことができます。 

長寿福祉課で事前申請書類を確認し、承認します。※支給決定ではありません。 

承認した場合は、申請書の写し（受付印押印済）を返却します。 

③において事前申請が承認された後、着工となります。 

原則、事前申請の内容を変更して着工することはできません。 

やむを得ず事前申請と異なる工事内容になる場合は、必ず着工前にご相談くだ

さい。 

工事完了後、速やかに必要書類を添えて長寿福祉課に支給申請書を提出します。 

 

申請書及び添付書類を審査し、給付が適当であれば支給決定します。 

 

審査結果を郵送で通知します。 

支給決定の場合、申請書記載の金融機関口座に振込にて給付します。 

※事前申請から

承認までは、 

数日の期間を

要します 

○住宅改修費支給申請をする前に 

 ① 必ず着工前にケアマネジャーや地域包括センターに相談をしてください。 

 ② 事前申請から承認までには７～14 日程度の日数を要します。十分余裕をもって着工

予定日を設定したうえで申請してください。 

 ③ 支給申請から支給までには平均して２～３箇月程度の期間を要します。 

４ 

作業療法士が申請内容を確認します。 

その際、確認事項があれば、申請者等に連絡する場合があります。また、作業

療法士の確認を経てから申請者への連絡となるため、承認・不承認までは時間

を要します。 

 

長寿福祉課に必要書類を添えて事前申請書を提出します。 



 

３ 申請に必要な書類等について  

 (1) 事前申請時に必要な書類等 

  ア 「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書」（７ページ参照） 

   東近江市介護保険条例施行規則第 14条に定める様式（様式第 17号）。 

必要事項を記入してください。 

※入院・入所中の場合は、必ず退院・退所予定日を記入してください。 

  イ 添付書類 

   (ｱ) 住宅改修が必要な理由書（様式あり） 

     ケアマネジャーなどが作成。利用者及び作成者の情報等の基本情報や総合的状

況、改修の方針等を具体的に記載したもの。 

※ 改修箇所の記載をする際には、(ｴ)の写真と関連付け、付番などにより、改修箇所

の明確化に御協力ください 

   (ｲ) 居宅サービス計画書(1)及び(2)  

     作成日が住宅改修工事の施工直前で、計画の総合的な援助の方針、生活全般の解

決すべき課題(ニーズ)、サービス内容等に住宅改修に関連する詳細があるもの。 

    ※必ず署名等で同意を得たことが分かるものを添付してください（コピー可）。 

   (ｳ) 工事の見積書及び明細書（11ページ参照） 

     申請する住宅改修の施工内容のもの。給付対象範囲となるすべての部分について

の内容及び金額を記載したもの。 

    ※使用する部品の詳細が分かるように、改修箇所ごとに分けて記載してください。 

   (ｴ) 改修前の写真（10ページ参照） 

     改修予定の箇所が明確に分かるもの。また、利用者の動線が写真から読み取れる

ように、改修箇所周辺が分かるもの。 

※段差がある場合はその様子が分かる写真も併せて撮影してください。また、写真

に撮影日の印字をする又は改修箇所と日付等を記入したボードを映り込ませる等の

方法により撮影日が分かるようにしてください。 

   (ｵ) 完成予定図など完成した状態が分かるもの（９ページ参照） 

     改修箇所が明確に分かるもの。 

※ (ｴ)の写真と関連付け、付番等により、改修箇所を明確にしてください。 

   (ｶ) 住宅改修の承諾書（様式あり） 

     改修する家屋が支給対象の被保険者名義でない場合に添付する。 

※手すり・踏み台・スロープ等に関しては、床面からの高さ、長さ、奥行き等を(ｳ) 

(ｴ) (ｵ)のいずれかに記載してください。（各参照ページを御確認ください。） 

(2) 支給申請時に必要な書類等 

ア 「介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費 支給申請(請求)書」（８ページ参照） 

    東近江市介護保険条例施行規則第 14条に定める様式（様式第 17号の２）。 

必要事項を記入、押印してください。 

５ 



 

   ※振込先口座は被保険者名義の口座を記入してください。なお、本人死亡等により被

保険者口座への振り込みが困難な場合は御相談ください。 

    ※振込口座に誤りがないよう、必ず確認をお願いします。 

※特に、ゆうちょ銀行の口座を指定する場合は、記号番号から読み替えが必要です。 

例:記号 12345 番号 1234561 → 口座番号 0123456 

 

 

  イ 添付書類  

   (ｱ) 領収書 

     原本を提出してください（コピー後、返却します）。申請者宛てのものであり、工

事名称及び領収日が記載されている必要があります。 

   (ｲ) 改修後の写真 

     改修後の状態が分かるもの。 

 ※写真に撮影日の印字をする又は改修箇所と日付等を記入したボードを映り込ま

せる等の方法により、撮影日が分かるようにした上で、事前申請時の写真と同

じ構図で撮影してください。 

４ その他留意事項 

 (1) 新築又は増改築について 

   新築又は増改築については支給対象となりません。ただし、新築または増改築に併せ   

  て手すりを取付ける等、一部支給対象と認められる場合があります。 

(2) 複数の被保険者が居住する住宅を改修する場合について 

   各被保険者ごとに支給限度額が設定されているため、被保険者ごとに申請をすることが

できます。ただし、重複した内容の申請をすることはできません。 

例 被保険者Ａさんと被保険者Ｂさんが居住する住宅において、30 万円の床材の変更及

び 10万円の段差解消を同時に行う場合 

①Ａさん：床材の変更（20万円分）、Ｂさん：段差解消（10万円分） 

  ⇒支給申請可能。 

②Ａさん：床材の変更（20 万円分）、Ｂさん：床材の変更（10 万円分）及び段差解消

（10万円分） 

   ⇒Ａさんの支給申請またはＢさんの支給申請いずれか一方の申請のみ支給申請可

能（内容に床材の変更が重複しているため）。 

 (3) 改修内容の変更について 

   事前申請後に改修内容を変更する場合は、着工前に長寿福祉課まで連絡してください。

必要に応じて添付書類等の提出をお願いする場合があります。連絡なく変更内容で施工し

た場合は支給対象外となり、自費負担が発生する場合があります。軽微な変更を行う場合

であっても同様です。 

 

※（様式あり）と標記された書類については長寿福祉課に様式があります。 

６ 



 

５ 申請書類の書き方見本 

 事前申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

７ 

様式第 17号 



 

 支給申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

８ 

様式第 17号の２ 



 

 東 近江 様邸 介護保険住宅改修工事 （平面図／改修内容・例） 

 

【完成予定図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

※被保険者本人の生活動線が分かり、改修の位置が確認できるように記入してください。 

※段差解消の場合、改修前後の状態を図面に記入されるか、断面図等で状態が確認できるよう

にして下さい。 

※部屋や廊下などの比較的広範囲における部分の段差解消および床材の変更工事については、

その全体が支給対象になるのではなく、被保険者の通行スペースのみが支給対象となります。 

 

 

 

➀ 樹脂手すり L600×600 FL+800 ➁ 樹脂手すり L400 FL+800 

➂ 玄関上がり框（断面）木製踏み台 

  (改修前)            (改修後) 

 

 

 

 

 

 

上がり框 

300mm 

踏み台設置 

長さ 500mm×幅 300mm×高さ 150mm 

300

50

0

0

既存手すり

➀

➁

➂
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 東 近江 様邸 介護保険住宅改修工事 （写真・例） 

 

 

 

                    ■樹脂手すり L600mm×600mm FL+800mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ■樹脂手すり L400mm FL+800mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ■踏み台 500mm×300mm×150mm 

 

 

 

 

 

 

 

  

➀浴室 

➁トイレ 

➂玄関上がり框 

○年○月○日 

5
4
3
2
1○年○月○日 

○年○月○日 

【改修前】 

改修箇所の全体が分かるように撮影して下さい。 

※全体の写真が撮れない場合は、分割して撮影を

することで複数枚の写真から全体が分かるよう

にして下さい。 

※改修予定箇所の周辺に既存の手すり等あれば、

既存手すりの位置が確認できるように撮影して

下さい。 

改修予定内容・撮影日時を 

写真に記入して下さい。 

段差がある場合は高さが分かるように 

スケールを置いて撮影して下さい。 

改修後の写真は改修前と比較できるように 

同じ位置から撮影して下さい。 
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400 
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150 
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【注意事項】 

※改修箇所や種類ごとに、項目、部品、単価、数量、取付け費等を分けて記載してください。 

⇒「○○工事一式」、「手すり一式○万円」、「段差解消工事一式 ○○万円」という記載では、

材料費や施工費の内容が確認できないため、詳細が分かるようにしてください。 

※装飾を目的とした設置内容は支給対象外です。支給額は装飾分を除いた最安値の金額になる

ため、最安値の見積もりを追加で提出依頼することがあります。 

※見積書の中に支給対象外の項目が含まれている場合は、支給対象箇所が分かるように内訳を

明記してください。 

※諸事情により事前申請時と異なる改修（例：手すりが一本減った）になった場合は、必ず正

しい見積書を再提出してください。 

１１ 

令和○年○月○日

住宅改修見積書（工事費内訳書）

　東　近江 様 　○○○○工務店

　住所：○○市△△町××番地

　見積金額　○○,○○○円 　電話番号：○○-○○-○○

担当：□□　

　番号 　施工箇所 　名称・規格・仕様 　数量 　単位 　単価 　金額（円）

➀ 　風呂 　樹脂手すりＬ型　L600×600 1 　本 ○,○○○ 　○,○○○

　取付け金具 3 　個 ○,○○○ 　○,○○○

　下地補強板 1.5 　ｍ ○,○○○ 　○,○○○

　取付け費 3 　箇所 ○,○○○ 　○,○○○

➁ 　トイレ 　樹脂手すり　L400 1 　本 △,△△△ 　△,△△△

　取付け金具 2 　個 △,△△△ 　△,△△△

　下地補強板 0.6 　ｍ △,△△△ 　△,△△△

　取付け費 2 　箇所 △,△△△ 　△,△△△

➂ 　玄関 　木製踏み台 500mm×300mm×150mm 1 　本 ×,××× 　×,×××

　取付け金具 4 　個 ×,××× 　×,×××

　取付け費 1 　箇所 ×,××× 　×,×××

　諸経費 1 　△,△△△

　値引き 1 　 −△△△

　合計  □□,□□□

　消費税 10 %  □,□□□

　総合計  ○○,○○○

　備考



 

 

相談・お問合せ先 

【申請・手続きに関する問合せ】 

   東近江市福祉部長寿福祉課介護保険係 

〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町 10番５号 

   TEL 0748-24-5678 IP 050-5801-5678 

【住宅改修に関する相談】 

※担当のケアマネジャーがいる場合は、ケアマネジャーに相談してください。 

ケアマネジャーがいない場合は、以下の地域包括支援センターに相談してください。 

＜八日市・永源寺・愛東・湖東・蒲生地域＞ 

東近江市地域包括支援センター 

〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町 10番５号 

   TEL 0748-24-5641 IP 050-5801-5641 

   ＜能登川地域＞ 

能登川地域包括支援センター 

   〒521-1205 東近江市躰光寺町 234番地１ TEL 0748-29-3198 

＜五個荘地域＞ 

五個荘地域包括支援センター  

〒529-1422 東近江市五個荘小幡町 589番地１ TEL 0748-48-5540 

 

 


